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株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案

○

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
第
二
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
九
条

公
庫
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

第
十
九
条

公
庫
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

沖
縄
に
お
け
る
産
業
の
振
興
開
発
に
寄
与
す
る
事
業
に
必
要
な
長
期
資
金
（
沖

一

沖
縄
に
お
け
る
産
業
の
振
興
開
発
に
寄
与
す
る
事
業
に
必
要
な
長
期
資
金
で
あ

縄
の
置
か
れ
た
特
殊
な
諸
事
情
に
か
ん
が
み
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
貸
付
け
、
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
（
債
務
を
負

の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の

担
す
る
行
為
で
あ
つ
て
債
務
の
保
証
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、

貸
付
け
、
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
（
債
務
を
負
担
す
る
行
為
で
あ
つ
て
債

当
該
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
社
債
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

務
の
保
証
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
資
金
の
調
達
の
た
め

た
法
人
で
会
社
で
な
い
も
の
の
発
行
す
る
債
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
応
募

に
発
行
さ
れ
る
社
債
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
会
社
で
な
い
も

そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
取
得
又
は
当
該
資
金
に
係
る
貸
付
債
権
の
全
部
若
し
く
は

の
の
発
行
す
る
債
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
応
募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
取

一
部
の
譲
受
け
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
保
証
に
係
る
債
務
の
履
行
期
限
（

得
又
は
当
該
資
金
に
係
る
貸
付
債
権
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
譲
受
け
を
行
う
こ

た
だ
し
、
当
該
債
務
の
保
証
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
、
当
該
取
得
に
係
る
社
債

と
。
た
だ
し
、
当
該
保
証
に
係
る
債
務
の
履
行
期
限
（
た
だ
し
、
当
該
債
務
の
保

の
償
還
期
限
（
た
だ
し
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
及
び
当
該
譲
受
け

証
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
、
当
該
取
得
に
係
る
社
債
の
償
還
期
限
（
た
だ
し
、

を
し
た
貸
付
債
権
に
係
る
貸
付
金
の
償
還
期
限
（
た
だ
し
、
当
該
譲
受
け
の
日
か

当
該
取
得
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
及
び
当
該
譲
受
け
を
し
た
貸
付
債
権
に
係
る

ら
起
算
す
る
。
）
は
、
一
年
未
満
の
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

貸
付
金
の
償
還
期
限
（
た
だ
し
、
当
該
譲
受
け
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
）
は
、
一

年
未
満
の
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

一
の
二

主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
沖
縄
に
お
け
る
産
業
の
振
興
開
発
に
寄
与

一
の
二

主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
沖
縄
に
お
け
る
産
業
の
振
興
開
発
に
寄
与

す
る
事
業
に
必
要
な
資
金
（
沖
縄
の
置
か
れ
た
特
殊
な
諸
事
情
に
か
ん
が
み
特
に

す
る
事
業
に
必
要
な
資
金
の
出
資
を
行
う
こ
と
。
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必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

の
出
資
を
行
う
こ
と
。

一
の
三

（
略
）

一
の
三

（
略
）

二

沖
縄
に
住
所
を
有
す
る
者
で
沖
縄
に
お
い
て
事
業
を
営
む
も
の
に
対
し
て
、
小

二

沖
縄
に
住
所
を
有
す
る
者
で
沖
縄
に
お
い
て
事
業
を
営
む
も
の
に
対
し
て
、
小

口
の
事
業
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
並
び
に
沖
縄
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
て

口
の
事
業
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
並
び
に
沖
縄
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
て

、
小
口
の
教
育
資
金
の
貸
付
け
（
所
得
の
水
準
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を

、
小
口
の
教
育
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
及
び
恩
給
等
を
担
保
と
し
て
小
口
の
資

満
た
す
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、
及
び
恩
給
等
を
担
保
と
し
て
小

金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

口
の
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

沖
縄
に
お
い
て
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
に
対
し
て
事
業
の
振
興
に
必
要
な
資

五

沖
縄
に
お
い
て
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
に
対
し
事
業
の
振
興
に
必
要
な
長
期

金
（
特
定
の
中
小
企
業
者
を
対
象
と
し
、
か
つ
、
中
小
企
業
に
関
す
る
重
要
な
施

資
金
を
貸
し
付
け
、
及
び
沖
縄
に
お
い
て
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
が
事
業
の
振

策
の
目
的
に
従
つ
て
貸
付
け
が
行
わ
れ
る
長
期
の
資
金
又
は
沖
縄
の
置
か
れ
た
特

興
に
必
要
な
長
期
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
新
た
に
発
行
す
る
社
債
（
社
債
、
株

殊
な
諸
事
情
に
か
ん
が
み
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
長
期
の
資
金
と
し
て

式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
六
十
六
条
第

、
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
貸
付
け
を
行
い
、
及
び
沖
縄
に
お
い

一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
を
除
く
。
）
を
応
募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
取
得
す

て
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
が
事
業
の
振
興
に
必
要
な
長
期
資
金
を
調
達
す
る
た

る
こ
と
。

め
に
新
た
に
発
行
す
る
社
債
（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
七
十
五
号
）
第
六
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
を
除
く
。
）
の
応

募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
取
得
（
特
定
の
中
小
企
業
者
を
対
象
と
し
、
か
つ
、
中

小
企
業
に
関
す
る
重
要
な
施
策
の
目
的
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
も
の
又
は
沖
縄
の
置

か
れ
た
特
殊
な
諸
事
情
に
か
ん
が
み
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し

て
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

六
〜
八

（
略
）

六
〜
八

（
略
）

２

前
項
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

２

前
項
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。
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一

小
口
の
事
業
資
金

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

一

小
口
の
事
業
資
金

国
民
生
活
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九

号
）
別
表
第
一
第
一
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
小
口
の
事
業
資
金
を
い
う
。

号
）
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
小
口
の
事
業
資
金
を
い
う
。

一
の
二

小
口
の
教
育
資
金

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第
一
第
二
号

一
の
二

小
口
の
教
育
資
金

国
民
生
活
金
融
公
庫
法
第
十
八
条
第
二
号
に
規
定
す

の
下
欄
に
規
定
す
る
小
口
の
教
育
資
金
を
い
う
。

る
小
口
の
教
育
資
金
を
い
う
。

二

恩
給
等

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法

二

恩
給
等

国
民
生
活
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
恩
給
等
を

二
十
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
恩
給
等
を
い
う
。

い
う
。

三
〜
三
の
四

（
略
）

三
〜
三
の
四

（
略
）

四

中
小
企
業
者

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

四

中
小
企
業
者

中
小
企
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八
号

中
小
企
業
者
を
い
う
。

）
第
二
条
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。

四
の
二

（
略
）

四
の
二

（
略
）

五

生
活
衛
生
関
係
営
業
者

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
二
条
第
一
号
に

五

生
活
衛
生
関
係
営
業
者

国
民
生
活
金
融
公
庫
法
第
十
八
条
第
三
号
イ
に
規
定

規
定
す
る
生
活
衛
生
関
係
営
業
者
を
い
う
。

す
る
生
活
衛
生
関
係
営
業
者
を
い
う
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
第
三
条
か

５

国
民
生
活
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
第
三
条
か
ら
第
九
条

ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
庫
が
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
恩
給
等
を
担

ま
で
の
規
定
は
、
公
庫
が
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
恩
給
等
を
担
保
と
し
て

保
と
し
て
貸
付
け
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

貸
付
け
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
業
務
の
受
託
）

（
業
務
の
受
託
）

第
二
十
一
条

公
庫
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支

第
二
十
一
条

公
庫
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支

援
機
構
の
行
う
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十

援
機
構
の
行
う
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十

二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
若
し
く
は
こ

二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
若
し
く
は
こ

れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
の
一
部
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
行
う
株
式
会
社

れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
の
一
部
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
の
行
う
中
小
企
業
金
融
公
庫

日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
同
法
別
表
第
二
第

法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
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一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
又
は
特

附
帯
す
る
業
務
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も

別
の
法
律
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
行
う
貸
付
け
の
業

の
の
行
う
貸
付
け
の
業
務
を
受
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
を
受
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
予
算
及
び
決
算
）

（
予
算
及
び
決
算
）

第
二
十
四
条

公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
し
て
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
予

第
二
十
四
条

公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
し
て
は
、
公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す

算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
定
め
る
と
こ

る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。


